
留意事項
　本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。

内 閣
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（組織）内閣官房

（組織）内閣法制局

（組織）人事院

　法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べ、法律
案及び政令案の審査立案、条約案の審査、内外及び国際法制並びにその運用に関
する調査研究、その他法制一般に関する事務を行う。

公務の中立・公平の確保と労働基本権制約の代償機能という責務を担うための
中央人事行政機関として、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国
家公務員災害補償法、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関
する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律、一般職の職員の勤務時間、休
暇等に関する法律、その他関係法令に基づき給与その他の勤務条件の改善及び人
事行政の改善に関する勧告、職階制、試験及び任免、給与、研修、分限、懲戒、
苦情の処理その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に
関する事務を行う。

（平成１８年度末）

内閣所管に係る所掌事務

法律の規定に基づき内閣の下に置かれる機関（内閣府を除く。）としては、内閣官
房、内閣法制局、安全保障会議、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、特殊
法人等改革推進本部、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本
部、地球温暖化対策推進本部のほか、内閣の所轄の下に置かれる機関として人事院が
ある。

閣議事項の整理その他内閣の庶務、内閣の重要施策に関する基本的な方針に関
する企画立案・総合調整、閣議にかかる重要事項に関する企画立案・総合調整、
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画立案・総合調整その他行政各
部の施策に関するその統一保持上必要な企画立案・総合調整及び内閣の重要施策
に関する情報の収集調査に関する事務を行うほか、内閣の事務を助ける。

（注）これは内閣法に掲げる内閣官房の所掌事務であって、安全保障会議、高度
情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、特殊法人等改革推進本部、都市再生本
部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部に
ついては、それぞれ安全保障会議設置法、高度情報通信ネットワーク社会形成基
本法、特殊法人等改革基本法、都市再生特別措置法、構造改革特別区域法、知的
財産基本法、地球温暖化対策の推進に関する法律で規定されている。
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                                                                                                                            平成18年度末定員　702人
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　　　　　　　　　　内閣法制局の機構図（平成１８年度末現在）
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（単位：百万円）

歳入 歳出

歳入予算額 315 歳出予算額 89,872

弁償及返納金 267 内閣官房 79,061

国有財産貸付収入 23 内閣法制局 1,000

雑入 21 人事院 9,810

その他 3 前年度繰越額

内閣官房 12,196

予備費使用額 －

徴収決定済額 542 歳出予算現額 102,068

弁償及返納金 485 内閣官房 91,258

雑入 29 内閣法制局 1,000

国有財産貸付収入 23 人事院 9,810

その他 2

収納済歳入額 542 支出済歳出額 99,220

弁償及返納金 485 内閣官房 88,675

雑入 29 内閣法制局 986

国有財産貸付収入 23 人事院 9,557

その他 2

不納欠損額 － 翌年度繰越額

内閣官房 1,174

収納未済歳入額 －

227 不用額 1,674

弁償及返納金 217 内閣官房 1,408

雑入 7 内閣法制局 13

その他 1 人事院 252

平成１８年度歳入歳出決算の概要

歳入予算額と収納済歳入額との差
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（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度

(18年3月31日) (19年3月31日) (18年3月31日) (19年3月31日)

＜資産の部＞ ＜負債の部＞

未収金 190 190 未払金 2 3

前払費用 1 1 賞与引当金 1,030 1,033

有形固定資産 90,341 97,818 退職給付引当金 18,218 19,786

国有財産（公共用財産を除く） 46,964 44,656

土地 22,426 22,427

立木竹 83 83

建物 11,368 10,847

工作物 12,972 11,157

建設仮勘定 113 142

物品 43,377 53,161

無形固定資産 1,859 2,089

負債合計 19,251 20,823

＜資産・負債差額の部＞

資産・負債差額 73,141 79,275

資産合計 92,392 100,099 負債及び資産・負債差額合計 92,392 100,099

貸　借　対　照　表
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（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度
自17年４月 １日 自18年４月 １日
至18年3月31日 至19年3月31日

人件費 12,753 12,912

賞与引当金繰入額 1,030 1,033

退職給付引当金繰入額 471 3,053

委託費 36,424 38,993

分担金 0 0

庁費等 21,412 22,655

その他の経費 2,710 2,700

減価償却費 13,984 17,858

資産処分損益 8 19

本年度業務費用合計 88,794 99,226

業 務 費 用 計 算 書
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（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度
自17年４月 １日 自18年４月 １日
至18年3月31日 至19年3月31日

Ⅰ 前年度末資産・負債差額 75,285 73,141

Ⅱ 本年度業務費用合計 △ 88,794 △ 99,226

Ⅲ 財源 77,360 99,218

　　主管の財源 546 541

　　配賦財源 76,813 98,677

Ⅳ 無償所管換等 11,572 6,142

Ⅴ 資産評価差額 △ 2,281 －

Ⅵ その他資産・負債差額の増減 － －

Ⅶ 本年度末資産・負債差額 73,141 79,275

資産・負債差額増減計算書
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（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度
自17年４月 １日 自18年４月 １日
至18年3月31日 至19年3月31日

Ⅰ 業務収支

1 財源

主管の収納済歳入額 546 542

配賦財源 76,813 98,677

財源合計 77,360 99,220

2 業務支出

(1) 業務支出（施設整備支出を除く）

　 　人件費 △ 15,330 △ 15,427

　委託費 △ 36,840 △ 57,468

　分担金 0 0

　庁費等の支出 △ 21,855 △ 23,041

　その他の支出 △ 2,710 △ 2,700

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 76,737 △ 98,637

(2) 施設整備支出

　建物に係る支出 △ 82 △ 11

　工作物に係る支出 △ 426 △ 429

　建設仮勘定に係る支出 △ 113 △ 142

施設整備支出合計 △ 622 △ 582

業務支出合計 △ 77,360 △ 99,220

業務収支 － －

Ⅱ 財務収支 － －

　本年度収支 － －

　翌年度歳入繰入 － －

　本年度末現金・預金残高 － －

区分別収支計算書
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【注 記】　

１．重要な会計方針
① 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法
　＜有形固定資産＞

・

　＜無形固定資産＞
・

② 引当金の計上基準及び算定方法
　＜賞与引当金＞

・

期末手当翌年度期末手当予算額×６月支給割合／年間支給割合×４／６

勤勉手当翌年度勤勉手当予算額×６月支給割合／年間支給割合×４／６

　＜退職手当に係る退職給付引当金＞
・

・

２．翌年度以降支出予定額

(1) 歳出予算の繰越 百万円

(2) 国庫債務負担行為 百万円

３．追加情報等

① 合算する特別会計の有無
・

② 出納整理期間
・

４．各財務書類における表示科目の説明
＜貸借対照表＞

・ 「未収金」には、損害賠償金債権を計上している。
・ 「前払費用」には、自動車損害賠償責任保険料の前払保険料を計上している。
・ ｢国有資産（公共用財産を除く）｣には、庁舎敷地等を計上している。
・ 「物品」には、取得価格又は見積価格が50万円以上の重要物品を計上している。
・ 「無形固定資産」には、ソフトウェア等を計上している。
・ 「未払金」には、児童手当の未払分を計上している。

46,910

国家公務員共済年金のうち整理資源に係る引当金としては、将来給付見込額の
割引現在価値を計上している。

勤続年数階層毎職員数×平均俸給額×自己都合退職手当支給率

有形固定資産のうち、国有財産については、定率法によっている。物品について
は定額法によっている。

無形固定資産のうち、ソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法に
よっている。

合算すべき特別会計がないため、一般会計省庁別財務書類が省庁別財務書類と
なっている。

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した
後の計数をもって会計年度末の計数としている。

　賞与引当金としては、職員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当該
年度に帰属する額を下記の計算方法により計上している。

　退職手当に係る退職給付引当金としては、職員の退職手当の支払に備えるた
め、期末自己都合要支給額を下記の計算方法により計上している。

167

（調整額）
国家公務員退職手当法第６条の４の定められた区分毎人数×想定され
る調整月額単価×60ヶ月

（基本額）
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・

・

＜業務費用計算書＞
・ 「人件費」には、職員基本給等から未払金を控除した額を計上している。
・

・

・ 「委託費」には、情報収集衛星システム開発委託費等を計上している。
・ 「分担金」には、国際人事管理機関連合会分担金を計上している。
・

・

・

・ 「資産処分損益」には、有形固定資産の除却に伴い生じた損金を計上している。

＜資産・負債差額計算書＞
・

・

・

・

・ 「無償所管換等」には、財務省へ無償所管換を行った財産等を計上している。

・ 「資産評価差額」には、国有財産の台帳価格改定に伴う評価差額を計上している。

・

＜区分別収支計算書＞
・ ｢主管の収納済歳入額」には、主管歳入の収納済歳入額を計上している。
・

・ ｢人件費」には、職員基本給等を計上している。

・ ｢委託費」には、情報収集衛星システム開発委託費等を計上している。

・ ｢分担金」には、国際人事管理機関連合会分担金を計上している。
・

・

・ ｢建物に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち建物に係る支出を計上している。
・

・ ｢建設仮勘定に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち未完成資産等に係る支
出を計上している。

「前年度末資産・負債差額」には、貸借対照表から前年度資産・負債差額を計上して
いる。
「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書から本年度業務費用合計を計上して
いる。

「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上して
いる。

｢工作物に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち工作物に係る支出を計上し
ている。

「主管の財源」には、主管の徴収決定済額から、回収金収入を除いた額を計上して
いる。

「配賦財源」には、所管の支出済歳出額と主管の収納済歳入額との差額を計上して
いる。

｢配賦財源」には、一般会計の歳出の支出済歳出額と主管の歳入の収納済歳入額と
の差額を計上している。

「庁費等の支出」には、決算書のコード番号の使途別分類が「物件費」及び「施設費」
の支出済歳出額のうち施設整備支出を除いたものを計上している。

「本年度末資産・負債差額」には、貸借対照表から本年度資産・負債差額を計上して
いる。

「その他の支出」には、決算書のコード番号の使途別分類が「旅費」及び「その他」の
支出済歳出額並びに単独の表示科目で表示するには金額が少ないものを計上して
いる。

「庁費等」には、決算書のコード番号の使途別分類が「物件費」及び「施設費」の支出
済歳出額のうち資産計上されないものを計上している。

「その他の経費」には、決算書のコード番号の使途別分類が「旅費」及び「その他」の
支出済歳出額並びに単独の表示科目で表示するには金額が少ないものを計上して
いる。

「賞与引当金」には、期末手当・勤勉手当について、会計年度末までの期間に対応
する部分を計上している。
「退職給付引当金」には、退職手当に係る退職給付引当金及び整理資源に係る引
当金を計上している。

「賞与引当金繰入額」には、６月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち
本年度に帰属するものを計上している

「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金の繰入額を計上している。
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６．その他
・

・

・
平成17年度から電話加入権の計上金額を変更したことにより、貸借対象表の無形固
定資産及び資産・負債増減計算書の資産評価差額がそれぞれ 42百万円減少して
いる。

金額の単位は１００万円単位とし、単位未満は切り捨てているため、合計は一致しな
いことがある。
１００万円未満の計数がある場合には「０」で表示し、該当計数が皆無の場合には
「－」で表示している。
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附属明細書

１．貸借対照表の内容に関する明細

　（1）　資産項目の明細

①未収金の明細

②固定資産の明細

　　建設仮勘定

　（2）　負債項目の明細

①未払金の明細

②退職給付引当金の明細

２．業務費用計算書の内容に関する明細

　（1）　組織別の業務費用の明細

人件費

賞与引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

委託費

分担金

庁費等

その他の経費

減価償却費

資産処分損益

本年度業務費用合計

（単位：百万円）

（単位：百万円）

969

515

1,485

前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

本年度末残高

（単位：百万円）

（単位：百万円）

18,218

退職手当に係る引当金

整理資源に係る引当金

（単位：百万円）

2,929

124

3,053

14,524

5,262

19,786

合　計

区　分

22,426

有形固定資産

 　(行政財産)

職員

前年度末残高

相　手　先

190

190

11,368

相　手　先

個人

内　　　　容

不法行為に基づく損害賠償金債権

-

本年度減少額本年度増加額

-

-

-

0 -

- 1,982

-

合計

99,226

12,912

1,033

-

-

123

57

- 48

17,858

2,089

99,907

-

532

2,347

-

17,734

14,854

123

-

1 0

353

内閣官房

90,341

57

内閣法制局

19,475

0

人事院

合　　　計

12,564

5,654

6,205

1,277

-38,993 -

691

476

6,015

19,475

-

47

3

1,754

1,859

92,201

113

11,157

- 97,818

-

-

10

113142

-

-

53,161

22,427

83

10,847-

142-

本年度末残高
本年度

減価償却額
評価差額

（本年度発生分）

-

43,99043,377

44,687

19,352

12,972

83 -

11

542

　［国有財産］

　　建物

　　土地

　　立木竹

　  物品

無形固定資産

内　容

合　計

小計

小計

児童手当

　　著作権

区　　分

　　工作物

本年度末残高

45,040

-

352　　ソフトウェア

　　電話加入権

10,053

1,419

0

464 2,700

35 393

22,655

1,671 104

21,022

2,229 6

-

213

495 61

5 19

-

17,858

3,053

38,993

0

17,429

13 0

88,059 1,113
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　（2）　委託費等の明細

（単位：百万円）

（社）内外情勢調査会等

宇宙航空研究開発機構等

＜分担金＞

国際人事管理機関連合会

３．資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細

　（1）　財源の明細

（単位：百万円）

　（2）　財産の無償所管換等の明細

（単位：百万円）

物品

（独）宇宙航空研究開発機構 物品

物品

物品の管理換（渡） 内閣府 物品

物品

４．区分別収支計算書の内容に関する明細

　財源の明細

（単位：百万円）

合同庁舎整備のため財産の無償所管換(渡)

譲受物品の管理換（受） 内閣府

△ 10

4

　(項)国有財産貸付収入

科　目

2

情報調査委託費

情報収集衛星シス
テム開発等委託費

科　目

所管換等の理由

内閣の重要政策に関する情報の収集及
び分析その他の調査

514

23

38,993

0 国際人事管理機関連合会の分担金

情報収集衛星システムの開発等

本年度徴収決定済額

支 出 目 的

＜委託費＞

(款)諸収入 516

合　計 542

　(項)許可及手数料 0

　(項)弁償及返納金 485

　(項)雑入 29

　(項)国有財産使用収入 2

23

金　額

1,054

37,938

国際人事管理機関
連合会分担金

合　計

　(項)許可及手数料

相　手　先

　(項)国有財産使用収入

(款)諸収入

(款)国有財産利用収入 26

その他 その他

541

0

29

485

　(項)雑入

　(項)弁償及返納金

資産の内容

建物等

合　計

財務省

金額種　類 相　手　先

譲受

譲受

976

3,146

2,040

△ 16

誤謬訂正等

6,142

　(項)物品売払収入 1

（独）新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総
合開発機構

科　目 本年度収納済歳入額

(款)国有財産利用収入

　(項)国有財産貸付収入

26

合　計
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○公債関連情報

一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財

務省に計上されております。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、

各省庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示

しております。

①　財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除

　 く。）及び当該年度の利払費は以下のとおりです。

　　・会計年度末の公債残高 5,112,411 億円

　　・当該年度に発行した公債額 274,699 億円

　　・当該年度の利払費 67,976 億円

②　財務省において計上されている①の計数を各省庁の一般会計の資産額並びに公債発行対象経費及

　び歳出決算額を基礎として各省庁に配分を行った場合、内閣に配分される額は以下のとおりです。

　　・会計年度末の公債残高のうち内閣配分額 5,091 億円

　　・当該年度に発行した公債額のうち内閣配分額 333 億円

　　・当該年度の利払費のうち内閣配分額 67 億円

③　財務省において計上されている①の計数を各省庁の一般会計の資産・負債差額並びに公債発行対

　象経費及び歳出決算額を基礎として各省庁に配分を行った場合、内閣に配分される額は以下のとおり

　です。

　　・会計年度末の公債残高のうち内閣配分額 5,068 億円

　　・当該年度に発行した公債額のうち内閣配分額 333 億円

　　・当該年度の利払費のうち内閣配分額 66 億円
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